
危機管理連絡会議

日時：令和５年６月１９日（月）午前９時

場所：県庁４０５会議室

協議事項

○マダニによる「重症熱性血小板減少症候群（ＳＦＴＳ）」等の感染予防について
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http://www.nih.go.jp/niid/ja/sfts/2287-ent/3964-madanitaisaku.html



令和５年６月１９日

安全衛生課

「ワンヘルス」の推進について

１ 「徳島県ワンヘルス推進条例」の制定（令和5年3月14日・徳島県条例第23号）

（１）背景・目的

・ 動物由来感染症から人の健康を守るためには「動物の健康」及び「環境の健全性」

が重要であり、医師、獣医師、環境科学をはじめとする各学術分野の研究者及び

関係機関が分野を越えて連携する「ワンヘルス」への取組が世界的に求められて

おり、その実践に向けた理念浸透が喫緊の課題

・ 「ワンヘルス」の理念浸透に向けた取組を推進することにより、県民及び県内で

飼養・生息する動物の健康並びに環境の健全性を一体のものとして守ることが

できる社会の構築を目指す

（２）「ワンヘルス推進」にあたっての基本理念

・ 「人の健康」には、「動物の健康」及び「環境の健全性」が相互に密接に連携

していることを、県民一人一人に理解されることを旨として実施

・ 県、医師、獣医師、研究者及び関係機関が協力・連携して実施

（３）県の責務

・県民への「ワンヘルス」に関する知識の普及

・県民の「ワンヘルス」に関する活動の支援

・野生動物の生息環境の保全

・動物由来感染症に関する連携体制の整備

・動物由来感染症の発生防止

※ 医師、獣医師、研究者及び関係機関の役割も規定

２ 「ワンヘルス」推進に向けた取組

「ワンヘルス」の意義・重要性等について、関係者・関係機関等と連携し、

県民に広く周知・啓発

「ワンヘルス推進月間（９月）」に、

・セミナー、講演会の開催

・わかりやすく解説した動画の作成・配信

・イベントでのブース出展


